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(57)【要約】
【課題】基板モジュールの製造工程中において、絶縁層
の剥離ならびに接続電極の断線および剥離が発生する虞
があった。
【解決手段】基板モジュール１では、接続電極４が基板
２の第一の表面２ａ上に設けられており、第一の貫通孔
部５が接続電極４の裏面に達するように基板２の厚み方
向に貫通しており、第一の貫通孔部５の内部には貫通電
極６が設けられている。貫通電極６は接続電極４の裏面
に対向する部分に凹部６ａを有し、貫通電極６の上部は
貫通電極６の側部よりも分厚い。貫通電極６は、基板２
の第二の表面２ｂ上にも設けられており、第二の表面２
ｂ上において配線電極７に接続されている。絶縁層８が
配線電極７の表面を覆うように第二の表面２ｂ上に設け
られており、貫通電極６の凹部６ａ内にも設けられてい
る。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の第一の表面上あるいは前記基板の内部に設けられた電子部品と、
　前記電子部品に電気的に接続されているとともに前記基板の前記第一の表面上に設けら
れた接続電極と、
　前記接続電極の裏面に達するように前記基板の厚み方向に貫通する第一の貫通孔部と、
　前記第一の貫通孔部の内部に設けられているとともに前記第一の貫通孔部の前記内部か
ら前記基板の第二の表面上へ延びるように設けられた貫通電極と、
　前記基板の前記第二の表面上に設けられ、前記基板の前記第二の表面上において前記貫
通電極と電気的に接続された配線電極と、
　前記配線電極の表面を覆うように前記基板の前記第二の表面上に設けられた絶縁層と
を備え、
　前記第一の貫通孔部の前記内部では、
　　前記貫通電極は、前記接続電極の前記裏面に対向する部分に凹部を有し、前記接続電
極の前記裏面上の方が前記第一の貫通孔部の内面上よりも分厚くなるように設けられてお
り、
　　前記絶縁層は、前記貫通電極の前記凹部内にも設けられていることを特徴とする基板
モジュール。
【請求項２】
　前記貫通電極のうち前記接続電極の前記裏面上に設けられた部分の厚みは、前記配線電
極の厚みよりも厚いことを特徴とする請求項１に記載の基板モジュール。
【請求項３】
　前記貫通電極のうち前記接続電極の前記裏面上に設けられた部分の厚みは、前記接続電
極の厚みよりも厚いことを特徴とする請求項１または２に記載の基板モジュール。
【請求項４】
　前記絶縁層には、第二の貫通孔が形成されており、
　前記第二の貫通孔内には、実装電極が設けられており、
　前記実装電極は、前記配線電極に電気的に接続されていることを特徴とする請求項１か
ら３のいずれかひとつに記載の基板モジュール。
【請求項５】
　前記貫通電極は、銅または銅を主材料とする金属により形成されていることを特徴とす
る請求項１から４のいずれかひとつに記載の基板モジュール。
【請求項６】
　前記基板は、シリコンからなり、
　前記第一の貫通孔部の前記内面上には、酸化ケイ素薄膜、チタン系金属薄膜もしくはク
ロム薄膜、および銅薄膜が順に積層されており、
　前記貫通電極は、銅を主材料とする金属により形成されており、前記銅薄膜の表面上に
設けられていることを特徴とする請求項１から５のいずれかひとつに記載の基板モジュー
ル。
【請求項７】
　前記酸化ケイ素薄膜は、前記貫通電極と前記接続電極との間には設けられていないこと
を特徴とする請求項６に記載の基板モジュール。
【請求項８】
　前記基板の前記第一の表面における前記第一の貫通孔部の孔径が、前記基板の前記第二
の表面における前記第一の貫通孔部の孔径よりも小さいことを特徴とする請求項１から７
のいずれかひとつに記載の基板モジュール。
【請求項９】
　前記第一の貫通孔部はテーパー状に形成されていることを特徴とする請求項８に記載の
基板モジュール。
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【請求項１０】
　前記絶縁層は、熱硬化性樹脂からなる請求項１から９のいずれかひとつに記載の基板モ
ジュール。
【請求項１１】
　前記絶縁層は、ＵＶ硬化性樹脂からなる請求項１から９のいずれかひとつに記載の基板
モジュール。
【請求項１２】
　電子部品を有する基板モジュールの製造方法であって、
　基板の第一の表面上に、前記電子部品に電気的に接続される接続電極を設ける工程（ａ
）と、
　前記接続電極の裏面に達するように前記基板の厚み方向に貫通する第一の貫通孔部を形
成する工程（ｂ）と、
　前記第一の貫通孔部の内部に貫通電極を設けるとともに、前記第一の貫通孔部の前記内
部から前記基板の第二の表面上に延びるように前記貫通電極を設ける工程（ｃ）と、
　前記基板の前記第二の表面上に配線電極を設け、前記基板の前記第二の表面上において
前記配線電極と前記貫通電極とを互いに電気的に接続する工程（ｄ）と、
　前記配線電極の表面を覆うように前記基板の前記第二の表面上に絶縁層を設ける工程（
ｅ）と
を備え、
　前記工程（ｃ）では、前記接続電極の前記裏面上の方が前記第一の貫通孔部の内面上よ
りも分厚くなるように前記貫通電極を設け、前記貫通電極のうち前記接続電極の前記裏面
に対向する部分に凹部を形成し、
　前記工程（ｅ）では、前記貫通電極の前記凹部内に前記絶縁層を挿入させることを特徴
とする基板モジュールの製造方法。
【請求項１３】
　前記絶縁層に第二の貫通孔を形成する工程（ｆ）と、
　前記第二の貫通孔の内部に実装電極を設け、前記実装電極と前記配線電極とを互いに電
気的に接続する工程（ｇ）とをさらに備えていることを特徴とする請求項１２に記載の基
板モジュールの製造方法。
【請求項１４】
　前記工程（ｃ）と前記工程（ｄ）とを同時に行うことを特徴とする請求項１２または１
３に記載の基板モジュールの製造方法。
【請求項１５】
　請求項４から１１の何れかひとつに記載の前記基板モジュールの前記実装電極が配線基
板の表面上に設けられており、前記実装電極が前記配線基板に電気的に接続されているこ
とを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板モジュールおよびその製造方法ならびにこの基板モジュールを用いた電
子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の電子機器では、電子機器の生産性を高めるため、もしくは電子機器の小型、薄型
且つ軽量化を図るために、電子部品を一体化した基板モジュールを多用しており、電子部
品が一体化された基板モジュールの構造は一般的には下記のようなものである。
【０００３】
　すなわち、基板モジュールは、基板と、基板の第一の表面上あるいは基板の内部に実装
された電子部品と、電子部品に電気的に接続されるとともに基板の第一の表面上に設けら
れた接続電極と、接続電極の裏面に達するように基板の第二の表面から基板の第一の表面
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へ向かって形成された第一の貫通孔部と、第一の貫通孔部の内部に設けられているととも
に第一の貫通孔部の内部から基板の第二の表面上へ向かって延びる貫通電極と、基板の第
二の表面において貫通電極と電気的に接続された配線電極と、この配線電極に電気的に接
続された実装電極とを備えている（これに類似する技術は例えば下記特許文献１に記載さ
れている）。
【０００４】
　また、別の基板モジュールは、基板の第一の表面上に設けられた接続電極と、基板だけ
でなく接続電極も貫通する第一の貫通孔部と、第一の貫通孔部の内部に設けられていると
ともに第一の貫通孔部の内部から基板の第二の表面上へ向かって延びる貫通電極と、基板
の第二の表面において貫通電極と電気的に接続された配線電極と、この配線電極に電気的
に接続された実装電極とを備えている（これに類似する技術は例えば下記特許文献２に記
載されている）。
【特許文献１】特開2007-73958号公報
【特許文献２】特開2007-134735号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来例において、第一の貫通孔の内部の全領域が貫通電極で埋められた構造の場合
（基板の第二の表面と面一となるように貫通電極を設けた場合）、配線電極の保護および
剥離防止ならびに配線電極間の絶縁性確保のために、配線電極の表面を覆うように基板の
第二の表面には絶縁層が設けられるが、例えば実装電極の形成時などにこの絶縁層が剥離
してしまうという課題があった。
【０００６】
　また、貫通孔内において貫通電極の厚みを均一にした構造の場合、接続電極を剥離する
ような応力が基板の第一の表面側に働くと、貫通電極とともに接続電極が断線または剥離
するという課題があった。
【０００７】
　そこで本発明は、絶縁層の剥離を防止すると同時に接続電極の断線および剥離を防止す
ることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の基板モジュールは、基板と、基板の第一の表面上あるいは基板の内部に設けら
れた電子部品と、電子部品に電気的に接続されているとともに基板の第一の表面上に設け
られた接続電極と、接続電極の裏面に達するように基板の厚み方向に貫通する第一の貫通
孔部と、第一の貫通孔部の内部に設けられているとともに第一の貫通孔部の内部から基板
の第二の表面上へ延びるように設けられた貫通電極と、基板の第二の表面上に設けられ、
基板の第二の表面上において貫通電極と電気的に接続された配線電極と、配線電極の表面
を覆うように基板の第二の表面上に設けられた絶縁層とを備えている。第一の貫通孔部の
内部では、貫通電極は、接続電極の裏面に対向する部分に凹部を有し、接続電極の裏面上
の方が第一の貫通孔部の内面上よりも分厚くなるように設けられており、その凹部内には
絶縁層が設けられている。
【０００９】
　本発明の基板モジュールでは、貫通電極のうち接続電極の裏面上に設けられた部分の厚
みは、配線電極の厚みよりも厚いことが好ましく、また、接続電極の厚みよりも厚いこと
が好ましい。
【００１０】
　本発明の基板モジュールでは、絶縁層には、第二の貫通孔が形成されており、第二の貫
通孔内には、実装電極が設けられており、実装電極は、配線電極に電気的に接続されてい
てもよい。
【００１１】
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　本発明の基板モジュールでは、貫通電極は、銅または銅を主材料とする金属により形成
されていることが好ましい。
【００１２】
　本発明の基板モジュールでは、基板は、シリコンからなり、第一の貫通孔部の内面上に
は、酸化ケイ素薄膜、チタン系金属薄膜もしくはクロム薄膜、および銅薄膜が順に積層さ
れており、貫通電極は、銅を主材料とする金属により形成されており、銅薄膜の表面上に
設けられていることが好ましい。なお、酸化ケイ素薄膜は、貫通電極と接続電極との間に
は設けられていないことが好ましい。
【００１３】
　本発明の基板モジュールでは、基板の第一の表面における第一の貫通孔部の孔径が基板
の第二の表面における第一の貫通孔部の孔径よりも小さいことが好ましく、さらには、第
一の貫通孔部の形状がテーパー形状であることが好ましい。
【００１４】
　本発明の基板モジュールでは、絶縁層は、熱硬化性樹脂からなってもよく、ＵＶ硬化性
樹脂からなってもよい。
【００１５】
　本発明の基板モジュールの製造方法は、基板の第一の表面上に、電子部品に電気的に接
続される接続電極を設ける工程（ａ）と、接続電極の裏面に達するように基板の厚み方向
に貫通する第一の貫通孔部を形成する工程（ｂ）と、第一の貫通孔部の内部に貫通電極を
設けるとともに、第一の貫通孔部の内部から基板の第二の表面上に延びるように貫通電極
を設ける工程（ｃ）と、基板の第二の表面上に配線電極を設け、基板の第二の表面上にお
いて配線電極と貫通電極とを互いに電気的に接続する工程（ｄ）と、配線電極の表面を覆
うように基板の第二の表面上に絶縁層を設ける工程（ｅ）とを備えている。工程（ｃ）で
は、接続電極の裏面上の方が第一の貫通孔部の内面上よりも分厚くなるように貫通電極を
設け、貫通電極のうち接続電極の裏面に対向する部分に凹部を形成する。また、工程（ｅ
）では、貫通電極の凹部内に絶縁層を挿入させる。
【００１６】
　本発明の基板モジュールの製造方法では、絶縁層に第二の貫通孔を形成する工程（ｆ）
と、第二の貫通孔の内部に実装電極を設け実装電極と配線電極とを互いに電気的に接続す
る工程（ｇ）とをさらに備えていてもよい。
【００１７】
　本発明の基板モジュールの製造方法では、工程（ｃ）と工程（ｄ）とを同時に行っても
よい。
【００１８】
　本発明の電子機器は、請求項４から１１の何れかひとつに記載の基板モジュールの実装
電極が配線基板の表面上に設けられており、実装電極が配線基板に電気的に接続されてい
る。
【発明の効果】
【００１９】
　以上のように、本発明では、貫通電極は、接続電極の裏面に対向する部分に凹部を有し
ており、且つ、接続電極の裏面上の方が第一の貫通孔部の内面上よりも分厚くなるように
設けられており、さらに、絶縁層は、貫通電極の凹部内に設けられているので、絶縁層の
剥離が起き難いものとなる。なお、以下では、「貫通電極のうち接続電極の裏面上に設け
られた部分」を「貫通電極の上部」と記し、「貫通電極のうち第一の貫通孔部の内面上に
設けられた部分」を「貫通電極の側部」と記す。
【００２０】
　すなわち、絶縁層の一部分が貫通電極の凹部内を埋めるように形成されているので、絶
縁層のうちこの凹部内に設けられた部分がいわゆる根っこの状態となり、また、絶縁層と
貫通電極との接合面積も大きくなる。この結果、熱ストレスまたは外部応力等に起因する
絶縁層の剥離が起き難いものとなる。これにより、配線電極の電気的絶縁性を確保するこ



(6) JP 2009-200228 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

とができ、また、配線電極を保護することができる（配線電極における剥離、断線、変色
または腐食等を防止することができる）。
【００２１】
　また、貫通電極の上部の方が貫通電極の側部よりも分厚いので、基板の第一の表面上に
おける接続電極と貫通電極との接合強度を高めることができ、その結果、接続電極が基板
の第一の表面上から剥離してしまうことを抑制することができる。
【００２２】
　すなわち、基板の第一の表面上において接続電極を剥離させようとする応力が働いた場
合、この接続電極の裏面に接続された貫通電極の厚みが薄ければ、この剥離を誘発する外
部応力によって、接続電極が貫通電極の上部ともども引きちぎられる状態で断線および剥
離してしまう恐れがある。しかし、本発明のごとく貫通電極の上部の方が貫通電極の側部
よりも分厚ければ、接続電極が貫通電極の上部ともども引きちぎられることは発生しにく
く、この結果、接続電極が基板の第一の表面上から剥離してしまうことを抑制することが
できるのである。
【００２３】
　さらに、貫通電極は接続電極の裏面に対向する部分に凹部を有しており、貫通電極の上
部は貫通電極の側部よりも分厚く、絶縁層は貫通電極の凹部内を埋めるように設けられて
いるので、接続電極が基板の第一の表面上から剥離してしまうことをさらに抑制すること
ができる。
【００２４】
　つまり、貫通電極の凹部内に埋められた絶縁層が硬化（固化）する際、絶縁層には収縮
力が働く。このとき、貫通電極の上部が貫通電極の側部よりも薄ければ、この絶縁層の収
縮力が貫通電極の上部を介して接続電極にも到達し、その結果として基板の第一の表面上
から第二の表面へ向かって接続電極が貫通電極の上部とともに断線または剥離してしまう
おそれがある。これに対して、本発明のごとく貫通電極の上部が貫通電極の側部よりも分
厚ければ、絶縁層の収縮力が貫通電極の上部を介して接続電極に到達しにくく、その結果
として、接続電極が貫通電極の上部とともに断線または剥離してしまうことを抑制するこ
とができるのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の一実施形態を図１および図２を用いて説明する。
【００２６】
　図１は、例えばデジタルスチルカメラ等の電子機器のメイン基板（図示せず）上に実装
される基板モジュール１の断面図を示しており、この基板モジュール１は、基板２と、こ
の基板２の第一の表面（上面）２ａあるいは基板２の内部に実装された電子部品３と、こ
の電子部品３に電気的に接続されるとともに基板２の第一の表面に設けられたアルミニウ
ムまたは銅等の金属を主材料として形成された接続電極４と、この接続電極４の裏面から
基板２の第二の表面（下面）２ｂへ向かって延び基板２の厚み方向に貫通する第一の貫通
孔部５と、この第一の貫通孔部５の内部に設けられているとともに第一の貫通孔部５の内
部から基板２の第二の表面２ｂへ延びるように設けられた貫通電極６と、基板２の第二の
表面２ｂの表面上に設けられ基板２の第二の表面２ｂにおいて貫通電極６と電気的に接続
された配線電極７と、配線電極７の表面を覆うように基板２の第二の表面２ｂ上に形成さ
れた絶縁層８と、この絶縁層８の一部分に形成された第二の貫通孔９内に設けられ配線電
極７と電気的に接続された実装電極１０と、基板２の第一の表面２ａ上に接着剤１１を介
して接続されたガラス板１２とにより構成されている。
【００２７】
　すなわち、基板２の第一の表面２ａ上の電子部品３（例えば撮像素子）は、接続電極４
、貫通電極６および配線電極７を介して、基板２の第二の表面２ｂ上の実装電極１０に電
気的に接続されている。すなわち、画像情報および画像データはガラス板１２を介して電
子部品３に入力され、その後、接続電極４、貫通電極６、配線電極７および実装電極１０
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を介して電子機器（例えばデジタルスチルカメラ）のメイン基板（図示せず）にまで伝達
されている。また、図１および図２では図示していないが、基板２の第一の表面２ａ上の
電子部品３（例えば撮像素子）の外周には複数の接続電極４，４，…が所定の間隔で設け
られており、また基板２の第二の表面２ｂ上には、複数の貫通電極６，６，…および複数
の配線電極７，７，…および複数の実装電極１０，１０，…が設けられており、ある接続
電極４とその接続電極に接続される実装電極１０とは、その接続電極４に接続された貫通
電極６と配線電極７とを介して互いに電気的に接続されている。
【００２８】
　貫通電極６は、銅もしくは銅を主体とする金属がめっきされたものであって（製造方法
は後述）、接続電極４の裏面に対向する部分に凹部６ａを有している。また、貫通電極６
の上部の厚み（図２のＡ）は、貫通電極６の側部の厚み（図２のＢ）よりも厚い。また、
基板２の第二の表面２ｂは、配線電極７の保護および配線電極７同士の電気的絶縁を図る
べく、樹脂製（例えば熱硬化性樹脂またはＵＶ硬化性樹脂）の絶縁層８に覆われているが
、絶縁層８の一部分は図２に示すように基板２の第二の表面２ｂ側からこの貫通電極６の
凹部６ａ内に挿入されている。この構造により、絶縁層８の剥離が起き難いものとなる。
【００２９】
　すなわち、絶縁層８の一部分を基板２の第二の表面２ｂ側から貫通電極６の凹部６ａ内
に挿入させることにより、この挿入部分（絶縁層８のうち凹部６ａ内に設けられた部分）
がいわゆる根っこの状態となり、かつ、絶縁層８と貫通電極６との接合面積も大きくなる
。この結果として、熱ストレスまたは外部応力等による絶縁層８の剥離が起き難いものと
なり、これにより、配線電極７同士の電気的絶縁性を確保することができ、また、配線電
極７を保護することができる（配線電極７の剥離、断線、変色および腐食等を防止するこ
とができる）。
【００３０】
　また、貫通電極６の上部の厚み（図２のＡ）を貫通電極６の側部の厚み（図２のＢ）よ
りも厚くすることにより、基板２の第一の表面２ａ上における接続電極４と貫通電極６と
の接続強度が高まり、この結果として接続電極４が基板２の第一の表面２ａ上から図１の
上方に剥離してしまうのを抑制することができる。
【００３１】
　すなわち、基板２の第一の表面２ａ上において接続電極４を基板２の第一の表面２ａ上
から剥離させようとする応力が働いた場合、本実施形態とは異なり貫通電極６の上部の厚
み（図２のＡ）が貫通電極６の側部の厚み（図２のＢ）よりも薄ければ、接続電極４を剥
離させようとする応力によって接続電極４が貫通電極６の上部ともども引きちぎられる状
態で断線または剥離してしまうおそれがある。これに対して、本実施形態のごとく貫通電
極６の上部の厚み（図２のＡ）が貫通電極６の側部の厚み（図２のＢ）よりも分厚ければ
、接続電極４が貫通電極６の上部ともども引きちぎられることは発生しにくく、この結果
として接続電極４が基板２の第一の表面２ａ上から剥離してしまうことを抑制することが
できるのである。
【００３２】
　さらに、本実施形態によれば、貫通電極６は接続電極４の裏面に対向する部分に凹部６
ａを有しており、貫通電極６の上部の厚み（図２のＡ）は貫通電極６の側部の厚み（図２
のＢ）よりも厚く、絶縁層８の一部分が基板２の第二の表面２ｂ側からこの貫通電極６の
凹部６ａ内に挿入されているので、この点からも接続電極４が基板２の第一の表面２ａ上
から剥離してしまうのを抑制することができる。
【００３３】
　つまり、貫通電極６の凹部６ａ内に挿入された絶縁層８の挿入部分が硬化（固化）する
際に絶縁層８には収縮力が働くので、本実施形態とは異なり貫通電極６の上部の厚み（図
２のＡ）が貫通電極６の側部の厚み（図２のＢ）よりも薄ければ、この絶縁層８の挿入部
分の収縮力が貫通電極６の上部を介して接続電極４にも到達し、その結果として基板２の
第一の表面２ａ上から基板２の第二の表面２ｂへ向かう方向（下方向）に接続電極４が貫
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通電極６の上部とともに断線または剥離してしまうおそれがある。これに対して、本実施
形態では、上述のように貫通電極６の上部の厚み（図２のＡ）が貫通電極６の側部の厚み
（図２のＢ）よりも厚いので、絶縁層８に働く収縮力が貫通電極６の上部を介して接続電
極４に到達しにくく、その結果として、接続電極４が貫通電極６の上部とともに断線また
は剥離してしまうことを抑制することができるのである。
【００３４】
　なお、貫通電極６の上部の厚さ（図２のＡ）を基板２の厚さの１／１０以上とすること
が好ましい。また、配線電極７の厚みは一般的に２μｍ以上１５μｍ以下程度であるが、
貫通電極６の上部の厚さ（図２のＡ）をこの配線電極７の厚みよりも厚くすることが好ま
しい。また、貫通電極６の上部の厚さ（図２のＡ）を接続電極４の厚さよりも厚くするこ
とが好ましい。これらにより、絶縁層８の剥離防止ならびに接続電極４の断線防止および
剥離防止を同時に向上させることができる。
【００３５】
　また、基板２をシリコン製とした場合、第一の貫通孔部５および基板２の第二の表面２
ｂ上にＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法等を用いて酸化ケイ素薄膜（ＳｉＯ２薄
膜）１３を形成し、貫通電極６および配線電極７と基板２との絶縁性を確保することが好
ましい。さらに、酸化ケイ素薄膜１３上に、チタン系金属薄膜もしくはクロム薄膜（極め
て薄いので図示せず）をスパッタリング等により形成し、さらに、チタン系金属薄膜もし
くはクロム薄膜上に銅薄膜（極めて薄いので図示せず）をスパッタリング等により順次積
層することが好ましい。この場合、この銅薄膜表面上に、銅を主材料とする金属により形
成された貫通電極６および配線電極７が形成されている。ただし、接続電極４と貫通電極
６との接続面には酸化ケイ素薄膜１３は形成されておらず（あらかじめ除去し）、これに
より、接続電極４と貫通電極６との電気的な接続を確保している。
【００３６】
　また、第一の貫通孔部５の断面形状としては、基板２の第一の表面２ａにおける第一の
貫通孔部５の孔径が、基板２の第二の表面２ｂにおける第一の貫通孔部５の孔径よりも小
さいことが好ましい。さらには、基板２の第一の表面２ａにおける第一の貫通孔部５の孔
径が基板２の第二の表面２ｂにおける第一の貫通孔部５の孔径よりも小さくなるように第
一の貫通孔部５の断面形状をテーパ形状とすれば、上述のＣＶＤ法等による酸化ケイ素薄
膜１３の形成、その後のスパッタリング等によるチタン系金属薄膜もしくはクロム薄膜（
図示せず）の形成、その後の銅薄膜の形成および貫通電極６の形成において、第一の貫通
孔部５の内部への各膜の形成状態および膜厚みを安定化させることができる。すなわち、
貫通電極６の上部の厚み（図２のＡ）と貫通電極６の側部の厚み（図２のＢ）との大小関
係および貫通電極６の上部の厚み（図２のＡ）と配線電極７の厚みとの大小関係を安定さ
せることができる。
【００３７】
　なお、図１においては、電子部品３は、表面が面一でありその表面全体に接着剤１１が
貼り付けられているが、表面上に中空部（空気層）が形成されたキャビティ構造であって
もよい。
【００３８】
　次に、本発明の一実施形態に係る基板モジュールの製造方法について説明する。
【００３９】
　まず、基板２の第一の表面２ａ上のうち電子部品３よりも周縁部分に複数の接続電極４
，４，…を互いに間隔を開けて設け、第一の表面２ａ上に電子部品３を設ける（工程（ａ
））。
【００４０】
　次に、貫通電極６を形成する。貫通電極６は次のようにしてめっきにより形成すること
が好ましい。
【００４１】
　まず、基板２の第二の表面２ｂのうち各接続電極４の裏面に対向する部分から、例えば



(9) JP 2009-200228 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

ドライエッチングまたはウェットエッチング等で第一の貫通孔部５を形成する（工程（ｂ
））。このとき、基板２の第一の表面２ａにおける孔径が基板２の第二の表面２ｂにおけ
る孔径よりも小さくなるように第一の貫通孔部５を形成することが好ましい。
【００４２】
　次に、基板２の第二の表面２ｂ側からＣＶＤ法等により第一の貫通孔部５の内面上およ
び基板２の第二の表面２ｂ上に酸化ケイ素薄膜１３を形成し、その後、接続電極４の裏面
上に形成された酸化ケイ素薄膜１３をドライエッチング等で除去する。すなわち、接続電
極４の裏面上に酸化ケイ素薄膜１３が存在すると、その酸化ケイ素薄膜１３が貫通電極６
と接続電極４とを電気的に接続させる際の絶縁物となるので、接続電極４の裏面上に存在
する酸化ケイ素薄膜１３を除去するのである。
【００４３】
　続いて、第一の貫通孔部５の内部に形成された酸化ケイ素薄膜１３の表面上、および基
板２の第二の表面２ｂ上に形成された酸化ケイ素薄膜１３の表面上に、チタン系金属薄膜
もしくはクロム薄膜（極めて薄いので図示せず）および銅薄膜（極めて薄いので図示せず
）を順にスパッタリング等により形成し、その後、銅を利用した電解めっきにより貫通電
極６と配線電極７とを形成する（工程（ｃ）および工程（ｄ））。このとき、貫通電極６
と配線電極７とを同時に形成することも可能である。これにより、貫通電極６のうち接続
電極４の裏面に対向する部分に凹部６ａが形成され、また、貫通電極６の上部の厚さ（図
２のＡ）を貫通電極６の側部の厚さ（図２のＢ）よりも厚くすることが出来る。
【００４４】
　このとき、めっき液の主成分として、第一の貫通孔部５の内部（主に接続電極４の裏面
上）へのめっき成長促進のための促進剤（主にＰＥＧ；polyethylene glycol）と、基板
２の第二の表面２ｂ上へのめっき成長抑制のための抑制剤（主にＳＰＳ；Bis(3-sulfopro
pyl)disulfid またはＪＧＢ；Janus green B）とが配合されていることが好ましい。これ
によって、基板２の第二の表面２ｂ上および第一の貫通孔部５の側部に形成されるめっき
厚みを抑えながら、第一の貫通孔部５の上部（主に接続電極４の裏面上）に形成されるめ
っきの厚みを厚くすることが可能となる。この他、電流密度またはめっき液の撹拌等のめ
っき条件を変更することにより、第一の貫通孔部５の上部（主に接続電極４の裏面上）に
形成されるめっきの厚みを厚くすることが可能である。このめっき条件の変更によりめっ
きの厚みが厚くなる理由については一部解明できていない部分もあるが、銅イオンがとど
まりやすいか否かが影響していると思われる。
【００４５】
　基板モジュールの製造方法に話を戻すと、上述のように貫通電極６が形成された基板２
を第二の表面２ｂが上を向くようにして配置した状態で、熱硬化性樹脂またはＵＶ硬化性
樹脂を塗布する。これにより、熱硬化性樹脂またはＵＶ硬化性樹脂は、基板２の第二の表
面２ｂ上（正確には、銅薄膜の表面上）に設けられ、また、貫通電極６の凹部６ａ内にも
設けられる。その後、フォトリソグラフィーにより配線電極７に達するように第二の貫通
孔９を形成する（工程（ｆ））。この状態で、熱硬化性樹脂またはＵＶ硬化性樹脂を加熱
もしくはＵＶ照射により硬化させ、絶縁層８を形成する（工程（ｅ））。
【００４６】
　その後、この第二の貫通孔９内に実装電極１０を設け、実装電極１０と貫通電極６とを
接続する（工程（ｇ））。実装電極１０には、主に、はんだ材料を用いることが好ましい
。実装電極１０の形成方法としては、ペースト状のはんだを第二の貫通孔９内に塗布し、
その後、リフローにて溶融および硬化させる方法、もしくは、第二の貫通孔９内にフラッ
クス等の界面活性剤を塗布し、その後、この界面活性剤の上にはんだボールを設け、リフ
ローにてはんだを溶融および硬化させる方法などがある。
【００４７】
　このようにして、実装電極１０と電子部品３とが、配線電極７、貫通電極６および接続
電極４を介して互いに電気的に接続される。
【００４８】
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　そして、上述のようにして形成された基板モジュール１は、その実装電極１０が携帯電
話またはデジタルスチルカメラ等の電子機器の配線基板の表面上に電気的に接続されるこ
とにより、電子機器に設けられることになる。
【００４９】
　なお、本発明の一実施形態として、電子部品３として撮像素子を例に挙げて説明したが
、撮像素子の他にも、光学デバイス、フォトダイオードまたはレーザーモジュール等の各
種モジュールにも好適である。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　以上のごとく本発明によれば、基板モジュールの絶縁層の剥離を防止すると同時に接続
電極の断線および剥離を防止することが可能であり、各種電子機器の小型、薄型且つ軽量
化および性能向上に貢献できるものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施形態にかかる基板モジュール１の断面図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる基板モジュール１の主要部を拡大した断面図である
。
【符号の説明】
【００５２】
１　　基板モジュール
２　　基板
２ａ　第一の表面
２ｂ　第二の表面
３　　電子部品
４　　接続電極
５　　第一の貫通孔部
６　　貫通電極
６ａ　凹部
７　　配線電極
８　　絶縁層
９　　第二の貫通孔
１０　実装電極
１１　接着剤
１２　ガラス板
１３　酸化ケイ素薄膜
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【図１】

【図２】
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